
 

仕様書 

 

１ 件名 

令和８年度電波利用環境保護に関する公共交通機関を活用した広報の請負業務 

 

２ 請負期間 

契約日から令和９年３月３１日（水）まで 

 

３ 請負事項及び内容 

詳細は別紙のとおり 

 

４ 履行報告 

請負者は履行終了後、全ての路線等の株式会社ジェイアール東日本企画が発行する JR

掲出証明書１部を完了届に添付し、総務省東北総合通信局電波監理部電波利用環境課（以

下「主管課」という。）あて提出すること。 

 

５ その他 

（１）請負者は、仕様に明記されない事項又は内容について疑義が生じた場合は、主管課

（電話 022-221-0677）と協議し、その指示に従うこと。 

（２）請負者は、本契約の履行にあたり、別に法令の定めがある事項については、これを

遵守すること。 

 

以上 

 

  



（別紙） 

公共交通機関広告仕様書 

 

１ JR東日本各路線における車内広告 

(1)ポスター掲示期間 

令和８年１０月１日（木）から令和８年１０月３１日（土）までの１ヶ月間とする。 

ただし、対象路線で掲示枠確保ができない場合は、総務省東北総合通信局電波監理部

電波利用環境課（以下「主管課」という。）と協議し、令和９年２月２８日（日）までの

間に（１ヶ月間）掲示することができる。 

(2)ポスター掲示する公共交通機関 

主管課が提供するポスター（Ｂ３判横・合計１，１２０枚）を別途受領し、以下の表

のとおり JR東日本各路線の車内に掲示すること。 

なお、路線ごとに必要なポスターの梱包及び送付は請負者が行うこと。 

※【表】車内用ポスターの掲示路線・箇所及び枚数 

JR東日本 各路線 

 車両形式 
運 転 区 間 掲示箇所 枚数 適用 

仙石線 E131系 あおば通～仙台～石巻 ドア横 290 全車各 4枚(一部 2枚) 

仙石東北ライン E210系 仙台～塩釜～高城町～矢本～石巻(一部女川) ドア横 25 全車各 1枚 

東北本線・仙山線・常磐線 E721系 新白河・郡山～仙台～小牛田・一ノ関、仙台～山形、仙

台～原ノ町（一部郡山～会津若松） 

ドア横 180 全車各 1枚 

東北本線 701系 新白河・郡山～仙台～小牛田・一ノ関、仙台～原ノ町 ドア横 90 全車各 1枚 

仙台空港アクセス線 E721系 仙台～名取～仙台空港 ドア横 35 全車各 2枚 

磐越西線 E721系 郡山～会津若松 ドア横 30 全車各 1枚 

石巻線・気仙沼線・陸羽東線 小牛田～鳴子温泉～新庄、小牛田～女川、小牛田～柳津 ドア横 50 全車各 1枚 

奥羽本線 701系・719系 福島～山形～新庄 ドア横 50 全車各 1枚 

磐越東線 郡山～いわき ドア横 25 全車各 1枚 

東北本線 701系 盛岡～一関 ドア横 40 全車各 1枚 

釜石線・山田線・花輪線 DC 盛岡～花巻～釜石、盛岡～宮古、盛岡～大館 ドア横 60 全車各 1枚 

大船渡線・北上線 DC 一ノ関～気仙沼、北上～横手 ドア横 30 全車各 1枚 

八戸線 E130系 八戸～久慈 ドア横 25 全車各 1枚 

大湊線 DC 野辺地～大湊 ドア横 10 全車各 1枚 

男鹿線 EV-800系・801系 秋田～男鹿 ドア横 20 全車各 1枚 

五能線・奥羽本線 GV-400系 弘前～東能代、東能代～秋田、秋田～新庄 ドア横 30 全車各 1枚 

奥羽本線・羽越本線・津軽線 701系 蟹田～青森、青森～秋田、秋田～酒田、秋田～院内 ドア横 110 全車各 1枚 

田沢湖線 701系（5000番台） 大曲～盛岡 ドア横 20 全車各 1枚 

 

以上 


